
標準報酬月額改定届書
（特例改定用）

右記①は、新型コロナウイルス感染症の影響で
学校法人等の命による休業に伴い、2等級以上の
減額があり、加入者が減額改定を希望した場合の
特例改定を行うための記入例です。
右記②は、休業が回復した月の標準報酬月額が
特例改定で改定した標準報酬月額より２等級以上
上がった場合の記入例です。

■提出上の注意
１．特例改定を希望する場合には、以下のすべて
に該当することが必要です。
・学校法人等が新型コロナウイルス感染症の影響
により休業（時間単位の休業を含む。）させたこ
とにより、報酬が著しく低下した月（以下「急減
月」という。）が生じたものであること。
・急減月に支払われた報酬の総額に該当する標準
報酬月額が従前の等級より２等級以上低下してい
ること。
・特例改定により改定することについて加入者が
書面により同意していること。
・急減月及びその前２か月において、報酬支払の
基礎となった日数が17日以上（短時間労働加入者
にあっては11日以上）であること（本特例改定で
は、報酬の支給の有無にかかわらず、学校法人等
からの自宅待機指示等により使用関係が継続して
いる場合は日数に含む）。
２．休業回復時の改定は、固定的給与の変動の有
無にかかわりなく、２等級上がったならば提出が
必要です（令和５年８月改定まで）。

■その他
１ 急減月又は回復した月の１か月の報酬を用い
てその翌月分の掛金等から標準報酬月額を改定し
ます。
２ 特例改定の提出期限は、急減月により異なり
ます。私学共済ＨＰ等に掲載していますので、必
ず確認の上、期日までに提出してください。
３ ①の特例改定の届出を行う際には、特例改定
用の申立書・同意書の添付が必要です（私学共済
ホームページからダウンロードしてください）。
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